
平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 １件

（うちガスこんろ（都市ガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ７件

（うち電気式浴室乾燥暖房機１件、電気毛布１件、エアコン１件、

リチウム電池内蔵充電器（モバイル機器用）１件、電気トースター１件、

電気温水器１件、電気ストーブ（ベースボードヒーター）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ７件

（うち耳かき（ＬＥＤライト付）１件、バルコニー１件、

リチウムイオンバッテリー（電動工具用）１件、電気冷蔵庫１件、

エアコン（室外機）１件、サンダル２件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号A201200508、A201200864及びA201300288を除く。）

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：大木、長井、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201400133 平成26年3月 平成26年5月30日
ガスこんろ（都市ガ
ス用）

RS38W3K3RVL
（大阪ガス株式
会社ブランド）

リンナイ株式会社（大
阪ガス株式会社ブラ
ンド）

重傷1名
当該製品を点火したところ、服に着火し、火傷
を負った。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

大阪府
事業者が事故
を認識したの
は5月28日

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200508 平成24年9月30日 平成24年10月12日
電気式浴室乾燥暖
房機

FY-10UB
松下精工株式会社
（現　パナソニックエコ
システムズ株式会社）

火災

浴室で当該製品を焼損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品は長期使用（約31年）
により、ヒーター内部で絶縁劣化が生じ、溶融
したヒーター管の一部がルーバー（空気取り
入れ・温風吹出口の表面金属板）の吹出口か
ら落下し、可燃物に延焼したものと推定され
る。

東京都

平成24年10月
16日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの

A201200864 平成24年11月20日 平成25年2月4日 電気毛布 MB-M190D

森田電工株式会社
（現　株式会社ユーイ
ング）
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を使用中、右足に低温火傷を負っ
た。
調査の結果、当該製品のヒーター線に偏りな
どの異常は認められないことから、低温火傷
に至る可能性がある温度設定で就寝したこと
によって低温火傷を負ったものと考えられる。
なお、低温火傷に至る可能性がある温度設定
に関する注意表示が具体的でなかったことも
事故発生に影響しているものと考えられる。

千葉県

平成25年2月8
日にガス機器・
石油機器以外
の製品に関す
る事故であっ
て、製品起因
か否かが特定
できていない
事故として公
表していたもの

A201300288 平成25年7月14日 平成25年7月26日 エアコン CS-25RBZ
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品のイオン発生器の電
極部以外の電気部品、配線等に出火の痕跡
が認められなかったことから、イオン発生器の
電極部で異常放電が生じ、堆積したほこり等
に着火した可能性が考えられるが、イオン発
生器の電極部が確認できなかったため、事故
原因の特定には至らなかった。

三重県

平成25年7月
30日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの

A201400127 平成26年5月3日 平成26年5月29日
リチウム電池内蔵
充電器（モバイル
機器用）

01201071003
大河商事株式会社
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中に外出していたところ、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生して
いた。現在、原因を調査中。

大阪府

5月15日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201400128 平成25年11月20日 平成26年5月29日 電気トースター BG1001
株式会社マクロス
（輸入事業者）

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

神奈川県

事業者が事故
を認識したの
は平成25年11
月21日
報告書の提出
期限を超過し
ていることか
ら、事業者に対
し厳重注意
5月29日に消
費者安全法の
重大事故等と
して公表済

A201400129 平成26年5月17日 平成26年5月30日 電気温水器 HPL-TF372RMA
東芝機器株式会社
（現　東芝キヤリア株
式会社に事業移管）

火災
社員寮で当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

宮城県

A201400130 平成26年5月7日 平成26年5月30日
電気ストーブ（ベー
スボードヒーター）

EHC-4000
株式会社インターセン
トラル

火災
学校で当該製品を使用中、当該製品を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

北海道



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201400122 平成25年8月26日 平成26年5月29日
耳かき（ＬＥＤライト
付）

重傷1名
幼児（1歳）が当該製品で遊んでいた際、電池を収納している蓋
が外れ、当該製品のボタン電池を飲み込み、負傷した。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

事業者が事故を認
識したのは4月24日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意

A201400123 平成26年4月3日 平成26年5月29日 バルコニー 重傷1名
当該製品の床面で滑って転倒し、左足首を負傷した。事故発生
時の状況を含め、現在、原因を調査中。

千葉県
事業者が事故を認
識したのは5月20日

A201400124 平成26年4月26日 平成26年5月29日
リチウムイオンバッ
テリー（電動工具
用）

火災
当該製品を装着した送風機（携帯型）を車両内に置いていたとこ
ろ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品か
ら出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

事業者が事故を認
識したのは5月19日
平成26年5月23日に
公表した送風機（携
帯型）に関する事故
(A201400095）と同一

A201400125 平成26年5月18日 平成26年5月29日 電気冷蔵庫 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

製造から20年以上
経過した製品
5月29日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201400126 平成26年5月19日 平成26年5月29日 エアコン（室外機）
火災

軽傷1名

当該製品の撤去作業中、当該製品が破裂し、1名が火傷を負う
火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調
査中。

東京都

A201400131 平成25年11月19日 平成26年5月30日 サンダル 重傷1名
トレーニング効果を目的とした当該製品を履いていたところ、バラ
ンスを崩し、右足指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現
在、原因を調査中。

千葉県

事業者が事故を認
識したのは1月17日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意
4月3日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201400132 平成25年12月3日 平成26年5月30日 サンダル 重傷1名
トレーニング効果を目的とした当該製品を履いていたところ、バラ
ンスを崩し、右足を負傷した。現在、原因を調査中。

東京都

事業者が事故を認
識したのは4月30日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意
2月20日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済



４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



電気温水器（管理番号：A201400129) 

 

 

 

 

 

電気ストーブ（ベースボードヒーター） 

（管理番号：A201400130) 
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